
第５号様式（第１２条関係） 

 

補助事業実績報告書 

 

令和 年 月 日 

 

（あて先）長崎市長 

所在地                  

事業所名                 

代表者名                 

 

ながさき出島インキュベータ入居者支援補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり報告します。 

 

１ 補助内容 

交付決定年月日 令和 年 月 日 文書番号 長新推第 号 

補助年度 令和 年度 補助対象期間 
令和 年 月 日から 

令和 年 月 日まで 

補助金交付決定金額 円 

補助金の既交付金額 円 

補助金対象経費 円 

 

２ 入居施設賃料に係る資金（当該年度分） 

 項 目 金 額 備 考 

支出 賃料 円 税込額 

収入 補助金（長崎市） 円  

自己資金 円  

 円  

合計 円 税込額 

 

３ 添付書類 

   (１) 賃料の支払いを確認できる書類 

(２) 補助に係る事業実績を確認できる書類 

(３) その他市長が必要と認めるもの 

申請書と同じ内容

年度の途中で退去する場合：提出日
年度末まで入居の場合：3月31日

別紙①

別紙②

精算（一括）払の場合：0
概算（四半期）払の場合：受領済みの補助金額

賃料の全額（税抜き）

別紙③

×1.1

別紙③

賃料（税込み）－補助金額 同額

357067
線

357067
線

357067
線



第２号様式（第９条関係） 

 

補助金交付決定通知書 

 

第  号 

  年  月  日 

 

所在地 

事業所名 

代表者名          様 

 

長崎市長 

 

 

   年  月  日付けで申請のあったながさき出島インキュベータ入居者支援補助金の交付に

ついて、ながさき出島インキュベータ入居者支援補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり

決定したので通知します。 

 

 

補助年度       年度 補助対象期間 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

入居施設 
部屋番号        号 

賃貸延べ面積      ㎡ 

賃貸契約 

締結日 
  年  月  日 

補助金交付決定金額                         円 

交付条件 

(１)当該補助事業を変更又は中止するときは、補助金変更中止（廃止）承認申請

書（第３号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(２)不正な行為がなされたとき、又は補助金を他の用途に使用したとき、その他

市長が補助を不適当と認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交

付されたものについては、返還を命ずることがある。 

(３)補助金は、事業終了後、確定された金額を請求により交付する。なお、概算

交付を希望する場合は四半期ごとに概算額を交付する。 

(４)監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により

監査することがある。 

(５)市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、そ

の状況を調査し、又は報告を徴することがある。 

 

別紙

別紙②

別紙①

別紙③

別紙
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